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　４月１日から消費税率が８％に引上げられることに伴い、水道料金・下水道使用料を改

定します。改定後の料金は、５月検針分（４月使用分）からの適用となります。４月検針以降

に使用した分から新しい料金で計算します。ご理解とご協力をお願いします。

※この度の料金改定は、本体価格（税抜価格）の値上げではありません。なお、この度の改

　定にあわせて、料金の計算方法を「内税方式」から「外税方式」に変更します。改定後の

　「外税方式」では、税抜価格で計算した額（基本料金と従量料金の合計）に消費税相当額

　（８％）を加算します

※水道の新設または口径変更（増径）の際に必要となる加入金については、４月１日以降の

　申込分から消費税率８％が適用されます。また、水道の各種手数料に変更はありません

問（水道料金）淡路広域水道企業団お客様センター ☎50‐３０３８
問（下水道使用料）企業経営課 ☎50‐３０３６

消費税率改定による

水道料金、下水道使用料の改定

(※下水道加入者のみ)

(※4月1日申込分～） 

(税抜） 

(税抜） 

(税抜） 

①基本料金
（１ヵ月につき）

②従量料金
(1㎥につき)

一

般

用

口径(mm) 金額(円) 水量（㎥） 金額(円)

13 1,100 1～10 100

20 1,300 11～20 200

25 4,200 21～30 280

30 6,200 31～50 350

40 11,000 51～100 420

50 18,000 101～500 460

75 42,000 501～2,000 480

100 76,000 2,001～ 530

150 176,000

公衆

浴場
一般用のとおり

1～100 100

101～500 190

501～ 220

臨時用 一般用のとおり 1～ 530

加入金（水道）

口径(mm) 金額(円)

13 74,000

20 178,000

25 280,000

30 390,000

40 762,000

50 1,524,000

75 3,810,000

100 6,820,000

150 14,900,000

今月の納税

国民健康保険税…【８期】
納期限　2月28日(金)
《納期内に忘れず納付しましょう》

　「口座振替不能通知が届いたのですが…」という問

い合わせが、よくあります。

　口座振替は便利、安心、確実なメリットがありますが、

口座の残高が不足していると振替ができません。

　納期後に口座に入金があっても再振替はできません

ので、振替できなかった人へ口座振替不能通知を郵送

します。郵送した口座振替不能通知は納付書として使用

できますので、指定期限までに納付してください。

　納付が無い場合、督促状を発送しますのでご注意くだ

さい。

　口座振替をご利用の人は、各期納期限まで預貯金残

高の確認をお願いします。

残高は、大丈夫ですか？

◆便利な口座振替をご利用ください！

－口座振替のメリット－

　　便利…納期ごとに金融機関や市役所の窓口等

　　　　　に行く必要がなく便利です。

　　安心…お金を持ち歩く必要がないので安心です。

　　確実…指定口座から自動的に払い込まれるの
　　　　 で、納め忘れがなく確実です。

★申し込み手続きは、とても簡単！

　口座振替の依頼書は、市役所各窓口及び市内の各金
融機関にありますので、預貯金通帳と届出印を持参の
上、手続きをしてください。
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全額減免の世帯 半額減免の世帯

❶生活保護世帯
❶障害程度等級１～６級
　の視覚または聴覚障
　害者が世帯主の世帯

❷住民税が非課税（世帯
　全員）で障害程度等級
　１、２級の身体障害者
　を有する世帯

❷障害程度等級１、２級
　の身体障害者が世帯
　主の世帯

❸住民税が非課税（世帯
　全員）で重度（A判定）
　の知的障害者、障害
　等級１級の精神障害
　者を有する世帯

❸重度（Ａ判定）の知的障
　害者、障害等級１級の
　精神障害者が世帯主
　の世帯

❹満70歳以上（昭和19
　年３月２日以前生まれ）
　の一人暮らしで住民
　税が非課税の世帯

❹障害の程度が特別項
　症～第１款症までの
　戦傷病者が世帯主の
　世帯

※年齢などの基準は平成26年３月１日現在の加入者
の状況で判断します

※市内に住居を有する世帯が対象です
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　ふるさと南あわじ応援寄附金
寄附状況の公表　　　　             （12月31 日現在）

区分 件数 金額
南あわじ市内 420件 58,926,719円

市外（島内） 60件 11,363,000円

市外（島外） 279件 33,394,940円

合計 759件 103,684,659円

詳細は市のホームページで掲載しています
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問税務課☎43-5022、収税課☎43-5034

①基本使用料
（１ヵ月につき）

②従量使用料
(1㎥につき)

一

般

汚

水

金額(円) 水量（㎥） 金額(円)

1,200 11～20 130

21～30 140

31～50 160

51～100 180

101～ 210

公共
施設

2,800 11～ 280

公衆
浴場

20,000 101～ 100

水道料金（５月検針～）　

加入金（水道）

下水道使用料（５月検針～）　

　水道用途・口径は「一般用・13mm」、下水道種別
「一般汚水」で、ともに20㎥使用した場合の計算
方法は次のようになります。

【新しい水道料金・下水道使用料の計算方法】

【水道料金の計算方法】

　水道料金は次の①、②を合算して求めた額

に消費税相当額を加えた額です。

①水道口径13mmの基本料金

①②の合計（税抜）

消費税相当額（8%） 

水道料金  ＝ 4,428円

②従量料金
10㎥×100円（1～10㎥）

10㎥×200円（11～20㎥）

= 1,100円

= 1,000円
= 2,000円

= 4,100円

=    328円

　下水道使用料は次の①、②を合算して求め

た額に消費税相当額を加えた額です。

【下水道使用料の計算方法】

①下水道種別「一般汚水」の基本料金

①②の合計（税抜）

消費税相当額（8%） 

下水道使用料  ＝ 2,700円

②従量使用料
10㎥×0円（1～10㎥）※基本使用料に含む

10㎥×130円（11～20㎥）

= 1,200円

= 　　0円
= 1,300円

= 2,500円

=    200円

区分
用途

区分
種別

ふ
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ご
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た
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詳しくは２月検針時に配布するチラシ、または淡路広域水道企業団・市ホームページをご覧ください


